
 1 

 

第 1次試験日：6月 21日（日） 

（会場：栃木県庁本庁舎等） 
 

申込受付期間：4月 10日（金）午前８時 30 分 

              ～ 5月８日（金）午後 5時 15分 

申込方法：インターネット申込み 
※令和８（202６）年度栃木県職員（大学卒業程度）採用試験 早期枠との併願可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県職員（大学卒業程度）採用試験 

小中学校事務職員（大学卒業程度）採用試験 

栃木県職員（資格・免許職）採用試験 
 

受 験 案 内 
 

 
栃木県人事委員会 

                    〒320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20（県庁南館１階） 

  TEL028-623-3313 

 

栃木県ホームページ 
 

令和８ 

 

・「総合土木」において、入庁時期を大学院修士課程修了まで延長できます。 

  ※採用試験に合格した大学４年生が大学院修士課程への進学を希望した場合のみ 

（延長の申出があった場合に、協議の上、決定） 

・ 最終合格発表日を前倒しします。 

  （令和７（2025）年度：令和７（2025）年８月 19日 

   →令和８（2026）年度：令和８（2026）年８月７日） 

栃木県職員採用 

 

検索 

 

【令和８（2026）年度試験の主な変更点】 

令和８(2026)年度 
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１ 試験区分、職種、採用予定者数、職務内容 
試験

区分 
職      種    

採用予定 

者  数 
職 務 内 容   

大 
 
 

学 
 
 

卒 
 
 

業 
 
 

程 
 
 

度 

行 政 40 名程度 

知事部局、教育委員会事務局、企業局等の本庁又は出先機関（県立学校を

含む。）に勤務し、各種施策の企画立案、許認可等の様々な一般行政事務に

従事します。 

行 政 （ 福 祉 型 ） ２名程度 

知事部局等（主に保健福祉部）の本庁又は出先機関に勤務し、児童相談所

における児童虐待の防止や児童・保護者への支援・指導、健康福祉センター

での生活困窮者等への支援を行うほか、福祉に関する各種施策の企画立案や

推進等の業務に従事します。 

化 学 ４名程度 

知事部局等（主に環境森林部）の本庁又は出先機関に勤務し、産業廃棄物

や気候変動などの環境問題に関する企画立案や指導、水質・大気の常時監視

や検査等の専門的な業務に従事します。 

農 業 10 名程度 

知事部局等（主に農政部）の本庁又は出先機関に勤務し、農業施策の企画

立案や農業の担い手の確保・育成、新技術の開発・普及、農産物のブランド

力強化等の専門的な業務に従事します。 

畜 産 ６名程度 

知事部局等（主に農政部）の本庁又は出先機関に勤務し、畜産物の生産拡

大、流通加工促進、ブランド力強化など、畜産業の振興に関する企画立案

や、生産技術指導、試験研究等の専門的な業務に従事します。 

林 業 ４名程度 
知事部局等（主に環境森林部）の本庁又は出先機関に勤務し、林業の経営

指導、治山林道工事、鳥獣被害対策等の専門的な業務に従事します。 

総 合 土 木 10 名程度 

知事部局等（主に県土整備部、農政部）の本庁又は出先機関に勤務し、 

公共土木施設や農業生産基盤等の整備・維持管理に関する企画、設計、施 

工監理等の専門的な業務に従事します。 

建 築 １名程度 

知事部局等（主に県土整備部）の本庁に勤務し、県有施設（庁舎・学校・

県営住宅など）の整備や長寿命化、建築確認・開発許可の指導、建築物の耐

震化の推進、空き家対策や多様な住まいづくりの施策等の専門的な業務に従

事します。 

電 気 ３名程度 

企業局、知事部局（主に産業労働観光部、県土整備部）の本庁又は出先機

関に勤務し、公営企業の経営に関する企画立案、発電所や水道施設の設備の

設計・施工や運転・保守管理、新規電源開発などのほか、地域企業向けの研

究業務、県有施設の営繕等の専門的な業務に従事します。 

機 械 ３名程度 

企業局、知事部局（主に産業労働観光部、県土整備部）の本庁又は出先機

関、企業局に勤務し、中小企業等の新製品開発や技術高度化を支援するた

め、試験研究機関での研究・技術相談等を行うほか、産業技術専門校におい

て、ものづくり人材の育成を行います。また、県有施設の設備の設計・営繕

等の専門的な業務に従事します。 

心 理 ４名程度 

知事部局等（主に保健福祉部）の本庁又は出先機関に勤務し、児童相談所

などにおいて児童、障害者、保護者などに対し「心のケア」の面から相談、

指導、心理判定等の専門的な業務に従事します。 

水       産 １名程度 

知事部局等（主に農政部）の本庁又は出先機関に勤務し、水産業振興のた

めの企画立案や、養殖生産技術、水産資源・生態系保全技術の開発などの試

験研究のほか、地域振興につながる水産資源の活用方策などの普及啓発等の

専門的な業務に従事します。 

警 察 行 政※１ 10 名程度 
警察本部又は警察署等に勤務し、警務、会計、厚生、情報管理等の様々な

警察行政事務に従事します。 

小 中 学 校 事 務※２ ５名程度 
市町立の小学校、中学校、義務教育学校に勤務し、給与事務や各種手当の

認定、予算の執行・管理、教育施設の維持・管理等の業務に従事します。 

資格・ 

免許職 

保 健 師 ３名程度 
知事部局等（主に保健福祉部）の本庁又は出先機関に勤務し、精神保健や

難病に関する相談、健康教育、感染症対策等の専門的な業務に従事します。 

管 理 栄 養 士 ３名程度 

知事部局等（主に保健福祉部）の本庁又は出先機関に勤務し、県民の健康

や栄養状態を把握する調査や、その結果を踏まえた施策の展開のほか、給食

施設への栄養管理指導等の専門的な業務に従事します。 
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(１) 採用予定者数は、欠員の状況等により変更する場合があります。 

(２) 受験の申込みは、いずれか一つの職種に限ります。同一日に実施する他の試験等と重複して申し込むことは      

  できません。また、申込受付後の変更は認めません。 

(３) 「行政」、「農業」、「林業」、「総合土木」及び「警察行政」については、令和８(2026)年度栃木県職員

（大学卒業程度）採用試験早期枠と試験内容が異なりますが、採用後の差異はありません。 

(４) ※１「警察行政」は、知事部局への異動等他の任命権者との交流はありません。 

※２「小中学校事務」は、専ら市町立学校において業務に従事するものであり、勤務先の小・中学校の属す

る市町の職員となり、知事部局への異動等他の任命権者との交流はありません。 

    

２ 受験資格 

(１) 年齢・免許資格等 
試験  

区分 職 種 受  験  資  格 

大

学

卒

業

程

度 

行政、行政(福祉型) 

化学、農業、林業、 

総 合 土 木 、 電 気 、 

警 察 行 政 

平成９(1997)年４月２日から平成17(2005)年４月１日までに生まれた人(※) 

上 記 以 外 の 職 種 平成６(1994)年４月２日から平成17(2005)年４月１日までに生まれた人(※) 

資

格

・

免

許

職 

保 健 師 平成９(1997)年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許取得者及び 

令和８(2026)年度の保健師国家試験で免許取得見込みの人 

管 理 栄 養 士 平成６(1994)年４月２日以降に生まれた人で、管理栄養士の免許取得者及び 

令和８(2026)年度の管理栄養士国家試験で免許取得見込みの人 

※の職種については、平成17（2005）年４月２日以降に生まれた人で、次の①又は②に該当する人も受験でき

ます。 

  ① 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業した人及び令和９（2027）年３月31日までに卒業見

込みの人 

  ② 栃木県人事委員会が①と同等の資格があると認める人 

 

(２) 次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 日本の国籍を有しない人（ただし、保健師及び管理栄養士については、日本国籍を有しない人も受験でき

ますが、公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる職に就くことはできません。また、就職が制限さ

れている在留資格の人は受験できません。） 

② 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

③ 栃木県職員として（小中学校事務職員にあっては、栃木県教育委員会により）懲戒免職の処分を受け、当

該処分の日から２年を経過しない人 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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３ 試験の日時、場所及び合格者発表 

区分 日       時  受  付  場  所  合 格 者 発 表 

第
一
次
試
験 

６月21日（日） 

ニューみくら 

【発表日】 

 ６月 30日(火)(予定) 

 

第１次合格者は、受験番号を

県ホームページに掲載して発表し

ます。 

なお、文書での通知は行いませ

んので、必ず各自で確認してくだ

さい。 

 右記以外の各職種 小中学校事務 

受  付 8：30～9：10 

説  明 9：30～9：55 

適性検査 9：55～10：30 

教養試験 11：00～13：00 

専門試験 14：30～16：30  

第
二
次
試
験 

論文試験 17：00～18：30 14：25～15：55 
【発表日】 

 ８月７日(金)(予定) 

 

最終合格者は、受験番号を県

ホームページに掲載して発表しま

す。 

 なお、文書での通知は行いませ

んので、必ず各自で確認してくだ

さい。 

大
学
卒
業

程
度 

口述試験

Ⅰ・Ⅱ 
※ 

７月15日(水)～７月17日(金)、 

７月21日(火)～７月24日(金)、 

７月27日(月)のいずれか指定する１日 
栃木県庁本庁舎等 

資
格
・
免
許

職
「 

口述試験 
※ 

※  職種ごとの日程概要を５月 13日（水）に公表予定です。具体的な日時や提出資料等は、第１次合

格者発表と併せて栃木県人事委員会ホームページに掲載しますので、必ず確認してください。 

(https://www.pref.tochigi.lg.jp/k02/pref/saiyou/kenshokuin/top.html) 

 

 

 
（注意事項） 

・第１次試験当日は、必ず最初に受付を済ませてください。 

  試験会場(試験室)は受付時に指定します（職種によって試験会場が異なります）。 

・試験会場には駐車できません。公共交通機関を御利用ください。 

また、試験会場、周辺路上及び商業施設等での駐停車による送迎は、近隣への迷惑となり 

ますので、固く禁じます。 
・試験会場は、敷地内を含めて全面禁煙です。 

・第１次試験当日には以下のものを持参してください。 

 受験票、鉛筆（HB以上の濃いもの）、消しゴム、時計（計時機能のみ。携帯電話やスマートフォン、 

腕時計型端末は時計として使用不可。）、昼食 ※論文試験のみシャープペンシル（芯は HB以上の濃

いもの）使用可。 

・試験会場にゴミ箱はありません。ゴミは必ず持ち帰ってください。 

・受付時間に遅れた場合は受験できません。ただし、鉄道の遅れにより、やむを得ず会場への到着が遅れ

る場合には電話連絡してください。（これ以外の理由による電話連絡は御遠慮ください。） 

［栃木県人事委員会事務局］ 

 090-8700-7652・090-5391-7686 

・試験実施に影響のある地震・災害・鉄道の遅れ等の発生により、試験日程等を急きょ変更する場合は、

栃木県人事委員会 X及び栃木県人事委員会ホームページにも掲載します。 

X ＨＰ 
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【第 1 次試験会場案内：栃木県庁本庁舎等】 

○ＪＲ宇都宮駅西口→栃木県庁 

ＪＲ宇都宮駅西口バス乗り場から約 10 分、「県庁前」バス停で下車後、徒歩５分 

○東武宇都宮駅→栃木県庁 徒歩 10 分 

【受験者受付】 

ニューみくら 
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４ 試験の種目及び内容 

区
分 

試 験 種 目 方     法 試験時間 
内     容 

（出題分野等は別表参照） 

第  

一

次

試

験 

教

養

試

験 

全 職 種 択一式  

合計 40 題解答 

（50題出題。20題必須解答、

残り 30 題中 20 題選択解答） 

120分 

公務員として必要な一般的知

識及び知能について大学卒業程

度の筆記試験を行います。 

専

門

試

験 

行     政 

総 合 土 木 

警 察 行 政 

択一式 
合計 40 題解答 

（50題出題。40題選択解答） 

120分 

各職種に応じた専門的知識及

び能力について筆記試験を行い

ます。 

 
「小中学校事務」は専門試

験がありません。  

行政（福祉型） 択一式 

合計 40 題解答 

（福祉及び法律・経済の２分野

から各 25題出題各 20 題解答） 

上 記 以 外 

の 各 職 種 
択一式 40 題必須解答 

適 性 検 査 公務員として必要な素質及び適性を有するかについて検査します。 

第

二

次

試

験 

論 文 試 験 記述式  1,100 字程度 90 分 

公務員として必要な表現力、

論理性等について記述式による

筆記試験を行います。 

 口 述 試 験 Ⅰ 

〔大学卒業程度〕 

あらかじめ提示した課題について受験者１名当たり２分程度（１グループ５名程度）で

企画提案をした後、受験者間で質疑応答等を行う集団試験を行います。（約 40 分） 

口 述 試 験 Ⅱ 
〔大学卒業程度〕 

主として人物について個別面接試験を行います。（約 30 分） 
口 述 試 験 
〔資格・免許職〕 

資 格 調 査 受験資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査します。 

 

５ 試験の配点 

試 験 区 分 

試 験 職 種 

第 1 次試験 第２次試験 
総 合 

得  点 教養試験 専門試験 論文試験 口述試験 

大 学 卒 業 程 度 

〔小中学校事務を除く〕 
50 点 50 点 50 点 

Ⅰ Ⅱ 
500点 

110点 240点 大 学 卒 業 程 度 

〔 小 中 学 校 事 務 〕 
100点  50 点 500点 

資 格 ・ 免 許 職 

〔保健師・管理栄養士〕 
50 点 50 点 50 点 350点 500点 

※ 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。 

※ 各試験区分・試験職種ごとに合格基準を定めており、この基準に達しない場合は、他の試験の得点にかかわら  

ず不合格となります。したがって、合計得点及び順位が上位であっても、不合格となる場合があります。 

※ 論文試験は第１次試験日に実施しますが、採点は第２次試験で行いますので、第１次合格者の論文についての 

み採点します。また、第１次試験日に論文試験を受験しなかった場合は、第１次試験を不合格とします。 
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６ 採  用 
最終合格者は、令和９（2027）年４月１日採用予定です。 

 
なお、保健師及び管理栄養士については、受験資格に定める期日までに当該免許・資格を取得できない、あるい

は有せない場合は、採用されません。 

また、総合土木について、採用試験に合格した大学４年生から大学院進学を理由とした入庁時期

延長の申出があった場合には、協議のうえ大学院修士課程を修了するまで入庁時期を延長できます。 

 

令和８（2026）年 12 月 25 日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の

防止等のための措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」という。）に基づき、こどもと接する業務に従事

する職員（児童相談所の職員のうち児童の指導又は一時保護に関する業務を行うもの等）については、 特定性犯

罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

①試験区分「行政（福祉型）・心理・小中学校事務」について 

 特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従

事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用までの間に、文書等により特定性犯罪事実該当者であるか

否かを確認します。なお、この結果、該当者であることが判明した場合は、採用しないことがありますので、あら

かじめ御了承ください。 

 ②試験区分「行政（福祉型）・心理・小中学校事務」以外 について 

 特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従

事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用までの間に、書面等により特定性犯罪事実該当者であるか

否かを確認することがあります。なお、この結果、該当者であることが判明した場合は、当該業務に従事すること

ができませんので、あらかじめ御了承ください。 

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容については、こども性暴力防止法第２条第７項及び第８項

を参照してください。 

 

７ 給 与 
学歴及び経歴を考慮の上、初任給が決定されます。現行の職員の給与に関する条例等に基づく初任給の基準は次

のとおりです。(下記金額は地域手当 4.0％(県内勤務の場合)を含んだ額です。) 
なお、上位の学歴又は一定の職歴等を有する人には、下記金額に一定の基準により加算されることがあります。 

 

（令和８(2026)年４月～） 

区 分 初任給 主として関係する職種 

行政職給料表適用者 247,104円 事務系職種及び下記を除く技術系職種 

研究職給料表適用者 269,568円 
指定された試験場、研究所等に勤務し、試験研究業務又は調査研究業

務に従事する技術系職種 

医療職給料表（二）適用者 254,696円 管理栄養士（大学４卒） 

医療職給料表（三）適用者  283,088 円 保健師（大学４卒） 

このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当等がそれぞれの条件によって支給されるほか、期末・

勤勉手当が６月と 12 月の年２回、合わせて平均 4.65 か月分（本県における在職期間等によって異なります。）支

給されます。 

 

８ 受験申込手続 
電子申請（インターネット申込み）で申し込んでください。（インターネットを利用できない方は、４月 22 日

(水)正午までに栃木県人事委員会事務局（TEL028-623-3313）にお問い合わせください。） 

なお、車椅子を使用するなど受験に際して要望のある方は、会場準備の都合がありますので、申込みの際に必ず

その旨を連絡してください。 
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申込方法 

・栃木県人事委員会のホームページにアクセスして、「インターネット申込み」を 

必ず最後まで読んでから申し込んでください。 
（https://www.pref.tochigi.lg.jp/k02/pref/saiyou/kenshokuin/moushikomi.html） 

 

・電子申請による申込み後、10 分以内に「申込完了通知メール」（到達のお知らせ）が電子メー

ルで送信されます。このメールが届かないときは、申込みがなされていませんので、速やかに

栃木県人事委員会事務局(TEL028-623-3313)まで電話でお問い合わせください。 

・申込審査時に必要に応じて、栃木県人事委員会事務局の電話又はメールにより連絡をする場合が

あります。その後の手続きが遅延し受験ができなくなる可能性がありますので、確実に連絡が

取れるようにしてください。 

受付期間 

留意事項 

・４月10日（金）８時30分～５月８日（金）17時15分（受信有効） 

・手続に時間のかかる場合がありますので、余裕を持って早めに申込手続を行ってください。 

・電子申請システムの臨時保守のため、受付期間でも申込みができない場合があります。 

・パソコン等の機種や環境等により利用できない場合があります。 

・使用するパソコン等や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。 

受験票の作成 

・申込みの審査終了後、「審査終了と受験票発行予定のお知らせ」が電子メールで送信されます。

（申請から３日以内（土・日・祝日は含まない。）） 

・３日経過しても「審査終了と受験票発行予定のお知らせ」のメールが届かない場合は、直ちに栃

木県人事委員会事務局に電話でお問い合わせください。 

・Ａ４サイズの用紙に印刷後、手順に沿ってはがきサイズにし、写真を貼って署名の上、第１次試

験当日に持参してください。 

 

９ 試験結果の情報提供 
試験の結果については、口頭で情報提供を求めることができます。情報提供を希望する場合は、受験者本人が、

顔写真付き身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証、学生証等）を持参の上、土・日・祝日を除く９時00

分から17時00分までの間に栃木県人事委員会事務局にお越しください。電話、はがき等による申出はできません

（棄権者は申出できません。第１次試験において、教養試験を受験しても専門試験を受験しなかった場合は棄権

したものとみなします。なお、論文試験を受験しなかった場合は、第１次試験を不合格とします。）。 

 

申出のできる人 提供期間 提供する内容 提供場所 

第１次試験不合格者 第１次合格者発表の日から１か月間 
種目別得点、総合得点 

及び総合順位 

栃木県人事委員会事務局 

(土･日･祝日を除く 9:00～

17:00) 第２次試験受験者 最終合格者発表の日から１か月間 

 

令和７(2025)年度採用試験実施状況 

職 種 受験者数 合格者数 競争倍率 職       種 受験者数 合格者数 競争倍率 

行 政  134 名  56名  2.4 倍 
総 合 土 木 

（ 追 加 秋 季 ） 
4 名 2 名 2.0倍 

行 政 （ 福 祉 型 ） 8    5    1.6 建 築 4 1 4.0 

化 学 6    3    2.0 電 気 3 2 1.5 

農 業 22    11    2.0 機 械 4 2 2.0 

農 業 

（ 追 加 秋 季 ） 
23    8    2.9 心 理 8 2 4.0 

畜 産 7        2    3.5 水 産 3 2 1.5 

畜 産 

（ 追 加 秋 季 ） 
3    1    3.0 警 察 行 政 25 5 5.0 

林 業 5    1    5.0 小 中 学 校 事 務 47 11 4.3 



 9 

林 業 

（ 追 加 秋 季 ） 
 3 2 1.5 保 健 師 14 6 2.3 

総 合 土 木 2 2 1.0 管 理 栄 養 士 11 2 5.5 

※ 水産は令和６（2024）年度実施状況 

 

〔別表〕 

試験種目及び職種 出    題    分    野 

教

養

試

験 

全 職 種 
必須解答：文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈 

選択解答：社会科学、人文科学、自然科学 

専 
 

門 
 

試 
 

験 

行 政 

警 察 行 政 

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、経済原論、 

経済政策、経済史、財政学、社会政策、国際関係、経営学 

行 政 

（ 福 祉 型 ） 

福祉分野：社会福祉概論（社会保障を含む。）、社会学概論、心理学概論（社会

心理学を含む。）、社会調査 

法律・経済分野：行政学、憲法、行政法、民法、刑法、経済学、財政学、 

社会政策 

化 学 
数学・物理・情報、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、 

有機化学・有機工業化学、化学工学 

農 業 
栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌肥料学、 

植物生理学、畜産一般、農業経済一般 

畜 産 
家畜育種学、家畜繁殖学、家畜生理学、家畜飼養学、家畜栄養学、飼料学、 

家畜管理学、畜産物利用学、畜産経営一般 

林 業 
森林政策・森林経営学、造林学（森林生態学、森林保護学を含む。）、 

林業工学、林産一般、砂防工学 

総 合 土 木 
数学・物理・情報、応用力学、水理学、土質工学、土壌物理、測量、材料・施工、 

都市計画、土木計画、農業水利・土地改良・農村環境整備、農業土木構造物 

建 築 
数学・物理・情報、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、 

都市計画、建築設備、建築施工 

電 気 
数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、 

電子工学、情報・通信工学 

機 械 
数学・物理・情報、材料力学、流体力学、熱工学、電気工学、機械力学・制御、 

機械設計、機械材料、機械工作 

心 理  
一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、 

応用心理学（教育心理学・産業心理学・臨床心理学）、調査・研究法、統計学 

水 産 
水産事情・水産経済・水産法規、水産環境科学、水産生物学、水産資源学、漁

業学、増養殖学、水産化学、水産利用学 

保 健 師 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論 

管 理 栄 養 士 
社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、 

基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論 

論 文 試 験 

令和７（2025）年度課題： 

・オーバーツーリズムの解決について(職種：小中学校事務以外） 

・公共交通サービスの利用促進について(職種：小中学校事務) 

口 述 試 験 Ⅰ 
〔試験区分：大学卒業程度のみ〕 

令和７（2025）年度課題： 

 ・移住・定住促進のための取組について(全職種) 

※ 試験問題（教養試験及び専門試験）の一部例題を公表しています。例題の数は、教養試験が各３題、専門

試験が各２題又は３題です。例題は、栃木県人事委員会のホームページにおいて閲覧できます。 


